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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
は
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
何
人
に
も
生
じ
得
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
変
化
に
よ
り
孤

独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
の
問
題
が
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
孤
独
・
孤
立
の
状
態
に
あ
る
者
の
問
題
が
社
会

全
体
の
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
孤
独
・
孤
立
対
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
等
を
基
本
理
念
と
し
て
孤
独
・
孤
立
対
策
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
、
国
民
の
努
力
、
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
等
に
つ
い
て
定

め
る
。

三
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る
施
策
と
し
て
、
そ
の
推
進
を
図
る
た
め
の
重
点
計
画
の
作
成
、
孤
独
・
孤
立
対
策
に
関
す
る

国
民
の
理
解
の
増
進
、
相
談
支
援
の
推
進
、
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
働
の
促
進
、
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
人
材
の

確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
、
地
方
公
共
団
体
及
び
当
事
者
等
へ
の
支
援
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
並
び
に
孤
独
・
孤
立

の
状
態
に
あ
る
者
の
実
態
等
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
に
つ
い
て
定
め
る
。



二

四
、
地
方
公
共
団
体
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
連
携
及
び
協
働
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
等
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
同
協
議
会
の
事
務
に
従
事
す
る
者
等
は
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
同
協
議
会
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

五
、
内
閣
府
に
、
特
別
の
機
関
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
本
部
を
置
く
。
同
本
部

は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
の
重
点
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
等
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

七
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
孤
独
・
孤

立
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。


